
  

  原議保存期間 ５ 年（令和13年3月31日まで）

  有 効 期 間 一 種（令和13年3月31日まで）

警 視 庁 関 係 部 長 警察庁丁生企発第23号、丁生経発第６号 

各 道 府 県 警 察 本 部 長　
殿
 丁捜一発第３号、丁備一発第３号 

  （参考送付先）           令 和 ８ 年 ２ 月 ４ 日

  　庁  内  関  係  課  長 警察庁生活安全局生活安全企画課長

  　各  附  属  機  関  の  長 警察庁生活安全局生活経済対策管理官

 　各  地  方  機  関  の  長 警 察 庁 刑 事 局 捜 査 第 一 課 長

警察庁警備局警備運用部警備第一課長

                                    　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　指定宗教法人の清算を妨害する行為等に対する対応について（通達） 

　昨年10月20日、「特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日

本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関

する法律」（以下「特例法」という。）に規定する指定宗教法人の清算に係る指針が文部

科学大臣により別添のとおり決定されたところである。同指針においては、指定宗教法

人の清算手続に関する基本的な考え方等のほか、清算人による財産の管理処分や各種の

調査（以下「清算事務」という。）を妨害する行為が犯罪行為に該当する場合の対応につ

いても記載されているところ、清算事務が開始された場合は、清算事務の関係者の安全

を確保しつつ、円滑かつ確実に清算事務が行われるために、下記事項に留意し、適切な

 対応を図られたい。

 記

 １　清算事務を妨害する行為等に対する基本的考え方

(1)  同指針は、特例法第２条第１項に規定する特定解散命令請求等により解散命令が

確定した「指定宗教法人」を対象とし、この法人の清算につき、その目的を実現す

るために支障のない範囲で信教の自由に配意しながら、清算事務を円滑に進めつつ

も、確実に手続を遂行することを通じ、この法人による特定不法行為等やその他の

不法行為の被害者への賠償等が適切に図られるよう、清算法人の財産の管理・処分、

 債務の弁済その他の事項を定めたものである。

(2)　警察本部及び警察署（以下「警察本部等」という。）においては、情勢、清算人及

び清算人を補助する弁護士等（以下「清算人等」という。）からの相談及び１１０番

等による通報の内容に応じて、警察本部長や警察署長等の幹部の指揮の下、脅威の

評価を行い、被疑者の検挙等の措置に限らず、関係部門が連携して妨害行為等を防

止するために必要な措置を講じることにより、清算事務に係る安全を確保するもの

 とする。

 ２　管内の関係箇所等に対する実態把握の推進及び脅威の評価を踏まえた適切な対応

警察本部等においては、管内における清算事務に関連する施設等に関する情報を可

能な限り適宜把握するとともに、これを勤務員に周知し、これら施設等において不測

 の事態が発生した場合に迅速な対応が図られるよう努めること。

その際、脅威の評価を踏まえて多数の者による混乱等が予想される場合には、必要

 な人員を動員し、現場の混乱を防止する措置を講じること。

 ３　清算人等から相談を受理した場合の対応

 (1)　清算事務の妨害行為等に関する相談



清算人等から警察本部等に対し、清算事務の妨害行為等のおそれを踏まえた安全

確保措置の要請がなされた場合には、これを相談として受理し、脅威の評価を行っ

た上で、関係部門が連携して必要な人員を動員し、清算事務関係者や関係施設周辺

のパトロール等の防犯上必要な措置を適切に講じること。その上で更に脅威情報が

把握された場合には、安全確保措置の対応に遺漏がないよう、本部警備実施部門と

 関係部門が緊密に連携した上で、適切に諸対策を講じること。

なお、刑罰法令に抵触する行為が発生した場合は、被疑者の検挙等の適切な措置

 を講じること。

 (2)　清算人等の自主警備に関する相談

清算人等による自主警備に関する相談が寄せられた場合には、相談者の要望を把

握するとともに、連絡体制の確立、非常時の通報要領の教示及び防犯指導といった

 対応を必要に応じて行うこと。

 ４　事案を認知した場合の対応

(1)　警察本部等において、清算事務に関連する施設等に係る１１０番通報等を受理し

 た場合には、直ちに専務員及び必要に応じて幹部職員を臨場させること。

(2)　臨場した際に、違法行為が現に行われようとしている又は行われている状況を認

めたときは、警察官職務執行法（昭和23年法律第136号）等関係法令に基づき、関係

 者への警告、違法行為の制止、関係施設等への立入又は被疑者の検挙を行うこと。

(3)　なお、臨場した際に刑罰法令に抵触する行為が行われた旨の申告を受けた場合に

は、申告者から当該行為に係る経緯、発生時の状況及び関係者の人定事項等を聴取

 するとともに、必要な証拠の保全を行うこと。

(4)　臨場した際は、不偏不党、厳正公平な立場を堅持し、不用意な言動は厳に慎むこ

 と。

 ５　確実な記録化及び報告

上記２から４に係る取扱いがあった場合には、取扱状況及び取扱結果を確実に記録

化した上で関係部局に情報共有するとともに、警察庁生活安全局生活安全企画課企

画法制第二係宛てに報告すること。 

また、本件に関連する事件検挙については、警察庁生活安全局生活安全企画課及び

事件主管課に対し、遅滞なく報告すること。        
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